
　「
埼
玉
一
の
米
ど
こ
ろ
」
の
当
市

は
、
農
業
を
基
幹
産
業
と
位
置
付

け
、
担
い
手
育
成
な
ど
農
業
支
援

に
取
り
組
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
米

価
は
生
産
費
を
大
き
く
下
回
っ
て

お
り
、
本
年
10
月
に
農
林
水
産
省

か
ら
公
表
さ
れ
た
平
成
27
年
産
の

米
生
産
費
は
、
60
キ
ロ
グ
ラ
ム
当

た
り
１
万
５
３
９
０
円
で
あ
る
の

に
対
し
、
市
内
の
代
表
的
な
銘
柄

で
あ
る
コ
シ
ヒ
カ
リ
の
米
価
は
、

同
年
産
が
60
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り

１
万
１
０
４
０
円
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
稲
作
農
家
は
、
米
一
俵
作
っ
て

４
０
０
０
円
を
超
え
る
赤
字
と
な
っ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
な
お
、

平
成
28
年
産
の
市
内
の
コ
シ
ヒ
カ

リ
の
米
価
は
１
万
１
６
０
０
円
で
、

同
様
の
傾
向
が
続
い
て
い
る
。

　
当
市
の
農
家
は
一
昨
年
の
米
価

大
暴
落
に
よ
っ
て
、
昨
年
度
の
農

業
所
得
は
マ
イ
ナ
ス
９
億
円
と
大

幅
に
減
少
し
て
お
り
、
市
内
の
農

業
法
人
の
経
営
に
も
深
刻
な
影
響

が
及
ん
で
い
る
。

　
政
府
は
平
成
24
年
度
ま
で
、
主

要
農
産
物
（
米
、
麦
、
大
豆
な
ど
）

の
生
産
を
行
っ
た
販
売
農
業
者
に

対
し
、
生
産
に
要
す
る
費
用
と
販

売
価
格
と
の
差
額
を
基
本
に
交
付

す
る
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制

度
」
を
実
施
し
、
稲
作
農
家
の
米
作

り
再
生
産
と
農
村
を
支
え
て
き
た
。

　
そ
の
後
、「
経
営
所
得
安
定
対

策
」
へ
と
制
度
が
変
わ
り
、
平

成
26
年
度
か
ら
、
米
に
つ
い
て
は

10
ア
ー
ル
当
た
り
の
交
付
金
が

１
万
５
０
０
０
円
か
ら
７
５
０
０
円

へ
引
き
下
げ
ら
れ
、
稲
作
農
家
の

経
営
が
一
段
と
困
難
に
直
面
し
て
い

る
。
し
か
も
、
こ
の
交
付
金
も
国
に

よ
る
生
産
調
整
の
廃
止
と
と
も
に
、

平
成
30
年
産
米
か
ら
廃
止
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
れ
で
は
当
市
の
基
幹
産
業
で

あ
る
農
業
、
特
に
「
埼
玉
一
の
米
ど

こ
ろ
」
の
稲
作
農
家
の
経
営
が
成

り
立
た
な
く
な
り
、
当
市
の
地
域

経
済
が
甚
大
な
影
響
を
被
る
こ
と

に
な
る
。
　

　
よ
っ
て
、
稲
作
農
家
の
経
営
を

支
え
る
た
め
、
農
業
者
戸
別
所
得

補
償
制
度
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
強
く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
株
式
会
社
ク
ボ
タ
の
ア
ス
ベ
ス
ト

被
害
が
大
き
な
社
会
問
題
に
な
っ
て

11
年
が
経
過
し
た
。
こ
の
間
、
石
綿

健
康
被
害
救
済
制
度
の
給
付
者
は
、

平
成
18
年
の
制
度
発
足
以
降
、
１
万

人
を
突
破
し
、
労
災
認
定
者
を
含
め

２
万
人
を
超
え
て
い
る
。
平
成
27
年
度

の
ア
ス
ベ
ス
ト
疾
患
に
よ
る
労
災
認
定

数
は
、
建
設
業
で
５
４
３
人
と
な
り
、

全
産
業
の
52
・
６
％
を
占
め
て
い
る
。

　
建
設
産
業
は
最
大
の
ア
ス
ベ
ス
ト

被
害
産
業
で
あ
る
。
ア
ス
ベ
ス
ト
含
有

建
材
を
使
用
し
た
建
物
約
２
８
０
万

棟
の
解
体
工
事
が
今
後
ピ
ー
ク
を
迎

え
る
こ
と
か
ら
、
建
設
従
事
者
並
び
に

市
民
に
対
す
る
被
害
の
拡
大
が
大
変

懸
念
さ
れ
て
い
る
。

　
大
阪
泉
南
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の
最

高
裁
判
所
判
決
（
平
成
26
年
10
月
９

日
）
を
受
け
、
厚
生
労
働
省
は
石
綿
工

場
で
働
い
て
い
た
元
労
働
者
や
遺
族

に
対
し
、
和
解
に
よ
る
賠
償
金
支
払

い
の
枠
組
み
を
つ
く
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、

ア
ス
ベ
ス
ト
の
最
大
の
被
害
者
で
あ
る

建
設
業
従
事
者
に
対
す
る
賠
償
の
制

度
は
な
く
、
現
在
、
建
設
従
事
者
と

そ
の
遺
族
が
原
告
と
な
り
、
国
と
ア
ス

ベ
ス
ト
建
材
製
造
企
業
を
被
告
と
す

る
訴
訟
が
、
東
京
・
福
岡
・
大
阪
の
高

等
裁
判
所
及
び
札
幌
・
東
京
・
横
浜

の
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　
ア
ス
ベ
ス
ト
原
因
の
疾
患
は
、
重
篤

で
完
治
は
あ
り
え
ず
、
原
告
の
な
か
で

訴
訟
後
、
多
数
の
被
害
者
が
亡
く
な
っ

て
お
り
、
首
都
圏
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト

訴
訟
に
お
け
る
東
京
地
方
裁
判
所
の

第
１
審
判
決
（
平
成
24
年
12
月
５
日
）

を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
建
設
業
従
事
者
の

深
刻
な
被
害
に
対
す
る
補
償
に
向
け

て
、
立
法
府
及
び
関
係
当
局
に
お
け

る
真
剣
な
検
討
を
望
む
も
の
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の

早
期
解
決
及
び
被
害
者
全
員
を
早
期

救
済
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
強
く
求
め

る
も
の
で
あ
る
。

　
地
方
創
生
が
、
我
が
国
の
将
来
に

と
っ
て
重
要
な
政
治
課
題
と
な
り
、
そ

の
実
現
に
向
け
大
き
な
責
任
を
有
す

る
地
方
議
会
の
果
た
す
べ
き
役
割
は
、

ま
す
ま
す
重
要
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
た
め
、

地
方
議
会
議
員
は
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
地
方
行
政
の
広
範
か
つ
専
門
的
な

諸
課
題
に
つ
い
て
住
民
の
意
向
を
く

み
と
り
、
的
確
に
執
行
機
関
の
監
視

や
政
策
提
言
等
を
行
う
こ
と
が
求
め

ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
地
方
議
会
議
員
は
、
議

会
活
動
の
ほ
か
地
域
に
お
け
る
住
民

ニ
ー
ズ
の
把
握
等
様
々
な
議
員
活
動

を
行
っ
て
お
り
、
専
業
と
し
て
活
動
す

る
議
員
の
割
合
も
高
く
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
統
一
地
方
選
挙
の

結
果
を
み
る
と
、
投
票
率
が
低
下
傾

向
に
あ
り
、
当
市
も
例
外
で
は
な
く
、

昭
和
54
年
以
降
、
市
議
会
議
員
選
挙

の
投
票
率
が
下
が
り
続
け
て
お
り
、

住
民
の
関
心
の
低
さ
や
地
方
議
会
議

員
の
な
り
手
不
足
が
深
刻
な
問
題
と

な
っ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
中
、
選
挙
権
年
齢
の
引

き
下
げ
に
伴
い
、
若
者
に
対
し
て
政

治
へ
の
関
心
を
高
め
る
た
め
の
啓
発

活
動
の
充
実
強
化
を
図
る
と
と
も
に
、

地
方
議
会
議
員
を
目
指
す
全
て
の
若

者
や
女
性
を
は
じ
め
、
志
の
あ
る
者

が
立
候
補
し
や
す
い
環
境
を
つ
く
る

た
め
に
も
、
既
に
廃
止
さ
れ
た
議
員

年
金
制
度
を
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
に
再
構
築
す
る
こ
と
が
、
人
材
の

確
保
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
考
え
る
。

　
よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
国
民
の

幅
広
い
層
か
ら
の
政
治
参
加
や
地
方

議
会
に
お
け
る
人
材
確
保
の
観
点
か

ら
、
地
方
議
会
議
員
の
厚
生
年
金
加

入
の
た
め
の
法
整
備
を
早
急
に
実
現

す
る
よ
う
強
く
要
望
す
る
。

議	
員	

提	

出	

議	

案

意
見
書
を
国
に
提
出

「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度

の
復
活
」
を
求
め
る
意
見
書

「
地
方
議
会
議
員
の
厚
生
年
金

へ
の
加
入
」
を
求
め
る
意
見
書

「
建
設
ア
ス
ベ
ス
ト
訴
訟
の
早

期
解
決
及
び
被
害
者
全
員
の

早
期
救
済
」
を
求
め
る
意
見
書
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